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●主な目的

住民・患者が、病院等の選択

を適切に行うための情報提供

●報告を求める医療機関

病院、診療所、助産所

●主な報告内容

・管理・運営・サービス・アメ

ニティに関する事項

・提供サービスや医療連携体制

に関する事項

・医療の実績、結果に関する事項

医療機能情報

提供制度

平成１９年４月～

●主な目的

地域医療構想の推進

●報告を求める医療機関

一般病床又は療養病床を有す

る病院、有床診療所

●主な報告内容

病床の医療機能（高度急性期、

急性期、回復期、慢性期から

病棟単位で選択）

病床機能報告制度

平成２６年１０月～

●主な目的

医療資源を重点的に活用する

外来の把握と、紹介受診重点

医療機関の選定

●報告を求める医療機関

一般病床又は療養病床を有す

る病院、有床診療所

●主な報告内容

患者数、診療報酬算定件数、

紹介率・逆紹介率

外来機能報告制度

令和４年４月～

●主な目的

地域におけるかかりつけ医機

能の確保

●報告を求める医療機関

病院及び診療所（特定機能病

院及び歯科医療機関を除く）

●主な報告内容

 ・診療領域ごと、疾患ごとの

一次診療の対応可否

 ・通常の診療時間外の診療の

 実施状況、入退院時の支援

 など

かかりつけ医機能

報告制度

令和７年４月～

医療機関の機能に関する報告制度（医療法に基づくもの）



国が作成したリーフレット（部分）



4

国の会議資料（一部県において加工）



国の会議資料（一部県において加工）

G-MIS



かかりつけ医機能報告制度について

皆様の御協力をよろしくお願いいたします。

岡山県マスコット ももっち・うらっち
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かかりつけ医機能報告制度

に基づく定期報告の方法について

令和８年１月２３日（金） 19時～

岡山県 保健医療部医療推進課
©岡山県「ももっち・うらっち」
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１ はじめに

厚労省が医療機関の様々な情報をインターネット上で集約するために構築したシステム

G-MIS（Gathering Medical Information System）とは

説明②

医療機能情報提供制度と一緒に報告
する仕組みになっています。

説明①

かかりつけ医機能報告制度もG-MIS
を使って回答する報告のひとつです。



①

②

①医療機能情報提供制度

・例年お願いしている定期報告
・G-MISから報告を行う

②かかりつけ医機能報告制度

・令和７年度から開始の定期報告
・G-MISから報告を行う

①

県からの文書でも医療機能報告とかかりつけ医機能報告を一体のものとして依頼しております。

１ はじめに



報告期間 2026年1月9日～2026年3月31日

報告方法
・パソコン（原則G-MISによる報告）
・紙報告

岡山県ではインターネット環境が無い場合は紙での報告も可としています。

１ はじめに
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２ G-MISの使い方
（１） 準備するもの

報告時に用意する
もの

・G-MISのユーザ名（ログインID）
・G-MISのパスワード
・前年度の保険医療機関番号が分かるもの

県依頼文の裏面にG-MISのユーザ名
（ログインＩＤ）を記載しています。
パスワードは県では把握していません。

マニュアル（簡易版）がお手元に
ある場合はご用意ください。



２ G-MISの使い方
（２） ログイン方法

マニュアルｐ1

県では把握していません。



マニュアルｐ1
２ G-MISの使い方
（２） ログイン方法



マニュアルｐ２
２ G-MISの使い方
（２） ログイン方法



マニュアルｐ２
２ G-MISの使い方
（２） ログイン方法



マニュアルｐ3
２ G-MISの使い方
（２） ログイン方法



マニュアルｐ３
２ G-MISの使い方
（２） ログイン方法
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具体的な基準、資料などが定められているものではないため、
各医療機関において幅広に解釈いただいて構いません。

３ かかりつけ医機能の報告方法
（１） かかりつけ医機能とは

「身近な地域における日常的な診療、疾病の予防のための措置そ
の他の医療の提供を行う機能」（第６条の３第１項）

医療法上の定義
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かかりつけ医機能
積極的に
担っている

一部
担っている

全く
担っていない

かかりつけ機能の
意向の有無

（１号機能(1)）
〇 〇 〇

医療機関の基本情報
（１号機能(1)） 〇 〇 △

かかりつけ医機能の詳細
（２号機能(1)-(5)） 〇 △ ×

3 かかりつけ医機能の報告方法
（2） システムの基本構造

○：入力が必要、△：一部入力が必要、×：入力不要



かかりつけ医機能報告 医療機能情報制度

かかりつけ医機能側の入力を先に完了していない場合、
データの取り込みが行えず、医療機能報告が完了できません。

意向の有無
※前年度に医療機能報告を完了している場合、
基本情報については、かかりつけ医報告へ一部
連携されます。

基本情報 基本情報

かかりつけ医に関する項目

連携※

かかりつけ医機能の詳細 取り込み

3 かかりつけ医機能の報告方法
（2） システムの基本構造



出典：かかりつけ医機能
報告マニュアル
厚生労働省医政局総務課
令和７年１１月

3 かかりつけ医機能の報告方法
（2） システムの基本構造



マニュアルｐ４
3 かかりつけ医機能の報告方法
（2） システムの基本構造

かかりつけ医を担って
いない医療機関は、
１号機能（かかりつけ医
機能を有しているか？）
のみ入力をしていただき
ます。（２号機能の入力
は不要）

１号機能

２号機能
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出典：かかりつけ医機能
報告マニュアル
厚生労働省医政局総務課
令和７年１１月

3 かかりつけ医機能の報告方法
（3） 報告項目の入力

「かかりつけ医機能を担っ
ていない医療機関」として
報告を行う場合の操作方法
については、後ほど説明し
ます。（スライド51ページ
以降になります。）



３ かかりつけ医機能の報告方法
（３） 報告項目の入力 【かかりつけ医機能：有】 マニュアルｐ７

以下の３つの報告項目について全て「有り」を選択する
   ① 院内掲示を実施している
   ② １７診療領域のいずれかについて一次診療ができる
   ③ 患者からの相談に応じることができる

１号機能が「有り」の判定になる要件



３ かかりつけ医機能の報告方法
（３） 報告項目の入力 【かかりつけ医機能：有】 マニュアルｐ７



３ かかりつけ医機能の報告方法
（３） 報告項目の入力 【かかりつけ医機能：有】 マニュアルｐ8

①

「かかりつけ医機能を
担っている」として報
告する医療機関は、必
ず「院内掲示：有」に
してください。



３ かかりつけ医機能の報告方法
（３） 報告項目の入力 【かかりつけ医機能：有】 マニュアルｐ８

②

「かかりつけ医機能を担っている」とし
て報告する医療機関は、一つ以上の診療
科にチェックを入れてください。



３ かかりつけ医機能の報告方法
（３） 報告項目の入力 【かかりつけ医機能：有】 マニュアルｐ９

一次診療ができるかどうかについて、国は「各医療機関において判断すること」としており、現時点で、客観
的な基準などは示されていません。恐れ入りますが、「一次診療の対応ができる」を選択した診療科目につい
ては、国が運営する医療機関情報の検索サイト（医療情報ネットナビイ）で、その内容が公開されることを御
承諾いただいた上で、どの診療科目を選択するかを各医療機関においてご判断ください。

「一次診療」の定義について

「かかりつけ医機能を
担っている」として報
告する医療機関は、一
つ以上の疾患にチェッ
クを入れてください。



３ かかりつけ医機能の報告方法
（３） 報告項目の入力 【かかりつけ医機能：有】 マニュアルｐ9

③

「かかりつけ医機能
を担っている」とし
て報告する医療機関
は「相談対応可能」
としてください。



３ かかりつけ医機能の報告方法
（３） 報告項目の入力 【かかりつけ医機能：有】 マニュアルｐ10

２号機能(1)-(4)の各報告項目のいずれかについて
「実施している」或いは「実績がある」こと

２号機能が「有り」の判定になる要件

かかりつけ医機能がある医療機関は、
必ず１号機能(１)の欄が「有り」表示

１号機能が「有り」になっ
ていることをご確認くださ
い！

１号機能

２号機能



３ かかりつけ医機能の報告方法
（３） 報告項目の入力 【かかりつけ医機能：有】 マニュアルｐ10



３ かかりつけ医機能の報告方法
（３） 報告項目の入力 【かかりつけ医機能：有】 マニュアルｐ11

選択肢のうち「複数の他医療機関と連携した診療時間外の対応」がある項目を選択した場合は、
 連携医療機関名称をテキスト入力する項目が表示されます。



３ かかりつけ医機能の報告方法
（３） 報告項目の入力 【かかりつけ医機能：有】 マニュアルｐ11

かかりつけ医機能報告のログイン時（マニュアルｐ３）に保健機関番号を入力し照合に成功した
場合、値が自動入力されます。ただし、値が医療機関で把握しているものと大きく異なる場合は、
上書き修正が可能ですので、修正入力をお願いします。

レセプトデータのプレプリント

かかりつけ医機能報告のログイン時（マニュアルｐ３）に「スキップ」を選択した場合、
「これ以降の☆の付いた報告事項については値をプリセットしています。」と表示されます。
各自で入力をお願いします。



３ かかりつけ医機能の報告方法
（３） 報告項目の入力 【かかりつけ医機能：有】 マニュアルｐ12



３ かかりつけ医機能の報告方法
（３） 報告項目の入力 【かかりつけ医機能：有】 マニュアルｐ12

２号機能(1)が
「有り」又は「無し」の表示



３ かかりつけ医機能の報告方法
（３） 報告項目の入力 【かかりつけ医機能：有】 マニュアルｐ13



３ かかりつけ医機能の報告方法
（３） 報告項目の入力 【かかりつけ医機能：有】 マニュアルｐ13

保健機関番号を入力した場合：☆は自動入力、修正可能
スキップした場合：☆は手入力



３ かかりつけ医機能の報告方法
（３） 報告項目の入力 【かかりつけ医機能：有】 マニュアルｐ14



３ かかりつけ医機能の報告方法
（３） 報告項目の入力 【かかりつけ医機能：有】 マニュアルｐ14

２号機能(2)が
「有り」又は「無し」の表示



３ かかりつけ医機能の報告方法
（３） 報告項目の入力 【かかりつけ医機能：有】 マニュアルｐ14



３ かかりつけ医機能の報告方法
（３） 報告項目の入力 【かかりつけ医機能：有】

マニュアルｐ
15.16

保健機関番号を入力した場合：☆は自動入力、修正可能
スキップした場合：☆は手入力



３ かかりつけ医機能の報告方法
（３） 報告項目の入力 【かかりつけ医機能：有】 マニュアルｐ16



３ かかりつけ医機能の報告方法
（３） 報告項目の入力 【かかりつけ医機能：有】 マニュアルｐ17

２号機能(3)が
「有り」又は「無し」の表示



３ かかりつけ医機能の報告方法
（3） 報告項目の入力 【かかりつけ医機能：有】 マニュアルｐ17



３ かかりつけ医機能の報告方法
（３） 報告項目の入力 【かかりつけ医機能：有】 マニュアルｐ18



３ かかりつけ医機能の報告方法
（３） 報告項目の入力 【かかりつけ医機能：有】 マニュアルｐ18

依頼文「かかりつけ医機能報告制度を活用した地域の医療介護情報共有ネットワークの参加状況
へのご協力のお願い」で依頼している報告項目です。

地連NWの設置状況把握項目

地域の医療介護情報共有ネットワーク（システム含み）の仕組みへの参加に「有り」を選択した
場合は、記入欄が表示されるので、ネットワーク名とシステム名を記載してください。

【入力例】●●病院情報システム研究会 （ケアキャビネット）
※ネットワーク名が不明の場合は、活動地域やとりまとめ機関等をご記入ください。



３ かかりつけ医機能の報告方法
（３） 報告項目の入力 【かかりつけ医機能：有】 マニュアルｐ18

保健機関番号を入力した場合：☆は自動入力、修正可能
スキップした場合：☆は手入力



３ かかりつけ医機能の報告方法
（３） 報告項目の入力 【かかりつけ医機能：有】 マニュアルｐ19



３ かかりつけ医機能の報告方法
（３） 報告項目の入力 【かかりつけ医機能：有】 マニュアルｐ19

２号機能(4)が
「有り」又は「無し」の表示



３ かかりつけ医機能の報告方法
（３） 報告項目の入力 【かかりつけ医機能：有】 マニュアルｐ20



３ かかりつけ医機能の報告方法
（３） 報告項目の入力 【かかりつけ医機能：有】 マニュアルｐ20



３ かかりつけ医機能の報告方法
（３） 報告項目の入力 【かかりつけ医機能：無】

出典：かかりつけ医機能
報告マニュアル
厚生労働省医政局総務課
令和７年１１月

ここからは、「かかりつけ医機能
を担っていない医療機関」として
報告を行う場合の操作方法につい
てご説明します。



３ かかりつけ医機能の報告方法
（３） 報告項目の入力 【かかりつけ医機能：無】 マニュアルｐ4



３ かかりつけ医機能の報告方法
（３） 報告項目の入力 【かかりつけ医機能：無】 マニュアルｐ4



３ かかりつけ医機能の報告方法
（３） 報告項目の入力 【かかりつけ医機能：無】 マニュアルｐ-



３ かかりつけ医機能の報告方法
（３） 報告項目の入力 【かかりつけ医機能：無】 マニュアルｐ-

入力必須項目である＊の欄
（記入者、所属、電話番号、メールアドレス）だけ記載



３ かかりつけ医機能の報告方法
（３） 報告項目の入力 【かかりつけ医機能：無】 マニュアルｐ-

１号機能(1)が必ず「無し」

・２号機能の報告は基本的に不要ですが、「未入力」を「入力完了」にする必要があります。
・「入力」を押下後、なにも入力せず「登録」押下が可能ですので、２号機能全てにおいて
「入力」→「登録」の処理を行い、「入力完了」になるようお願いします。



３ かかりつけ医機能の報告方法
（３） 報告項目の入力 【共通】

マニュアルｐ21

これで、かかりつけ医
機能報告の入力作業は
終了となります。
ご協力、ありがとうご
ざいました！
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４ 留意事項

報告基準日

原則 ・2026年1月1日時点

実績に関する項目
・直近１年分
（前年（2025年）１月１日～12月31日）

診療報酬に関する項目
・前年度４月～３月までの１年度分の実績合計値
（2024年４月１日～2025年3月31日）

参考：G-MIS定期報告マニュアル（簡易版）ｐ28～



４ 留意事項

①日本医師会生涯教育制度

②日医かかりつけ医機能研修

③日本医師会かかりつけ医機能報告制度に係る研修

④全日本病院協会総合医育成プログラム

⑤日本病院会病院総合医育成プログラム

⑥その他の研修※

かかりつけ医機能に関する研修

各医療機関において「かかりつけ医機能」に関連すると考える任意の研修をご報告ください。
なお、報告対象となる望ましい研修項目については「かかりつけ医機能報告に係る医師の研修につい
て」（医政総発0827第1号）にて整理しておりますので、ご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001549076.pdf

その他の研修について



４ 留意事項

報告期間中（1/9～3/31）であれば、再度かかりつけ医機能報告にログインいただき、画面右上の
「引き戻し」ボタンを押下いただければ何度でも入力可能です。

報告完了後の修正について

「引き戻し」クリック

「入力」ボタンが復活

最後は必ず「報告」



４ 留意事項

2026年1月9日以前にG-MISから報告を行っている場合でも問題ありません。
不安な場合は医療推進課までお問い合わせください。

報告開始日より先に登録した報告について

≪お問合せ先≫

● G-MISシステム(アカウント発行・ログイン・動作環境)に関するお問い合わせ G-MIS事務局へ

・メール：helpdesk@gmis.mhlw.go.jp 

・電話：050-3355-8230（土日祝日除く平日9時～17時）

●定期報告全般（制度・G-MIS登録メールの変更）に関するお問い合わせ 岡山県医療推進課へ

・メール：kakarituke@pref.okayama.lg.jp

・電話：086-226-7403（土日祝日除く平日8時半～17時）
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≪動画視聴（本説明会アーカイブ動画）≫

https://youtube.com/live/U21kyF2dZVQ?feature=share

ライブ配信終了後、アーカイブ動画としてご覧になれます。

限定公開のため、お取扱いにはご注意ください。

≪岡山県ホームページ（かかりつけ医機能報告制度について）≫
https://www.pref.okayama.jp/page/1006340.html

・各種マニュアル・関連リンク
・紙報告様式（G-MISによる報告ができない場合）

≪電子申請システム（本説明会に関する質問受付）≫
https://apply.e-tumo.jp/pref-okayamau/offer/offerList_detail?tempSeq=54511

本説明会に関する質問を受け付けます。（本日21時～）
至急の場合や個別対応が必要な場合は電子申請システムからではなく、
岡山県医療推進課まで直接ご連絡ください。
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